
川崎市上下水道局長期継続契約に係る入札・契約関係事務取扱要綱 

（平成２２年３月３１日２１川水総契第１１９３号） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４号。以下

「条例」という。）第６条の規定に基づき長期継続契約（以下「長期契約」

という。）を締結する場合の入札・契約関係事務の取扱いに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（長期契約の対象範囲） 

第２条 長期契約を締結することができる契約の対象範囲は、従来から地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）が予定する長期契約の定性的な定義を基本

としたもので、かつ、条例第６条の規定に該当するものであり、長期契約と

する決定に当たっては、個々の契約案件ごとに事業内容を精査し、債務負担

行為等の予算措置や買入れなど他の調達方法も検討した上で決定するものと

する。 

（長期契約の契約期間） 

第３条 長期契約の契約期間については、更なる経費の削減を図ることや、よ

り良質なサービスを提供する者と契約を締結することが重要であることから

、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するものとし、川崎市上下水道

局契約規程（昭和４１年川崎市水道局規程第２８号）に規定する長期契約の

契約期間の範囲内で、個別契約ごとに適切な契約期間を設定するものとする

。 

（入札・契約事務） 

第４条 長期契約に係る入札・契約事務は、債務負担行為に係る当該事務に準

じ、適正に処理するものとする。 

（起案等の事務） 



第５条 長期契約に係る起案等の事務は、債務負担行為に係る当該事務に準じ

、適正に処理するものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱の運用に当たっては、別に定める長期継続契約に係る入札・

契約関係事務取扱運用指針（平成２５年３月２８日２４川上総契第１２５７

号）に基づき、適正に処理するものとする。 

２ この要綱に定めるもののほか、長期契約に係る入札・契約関係事務の取扱

いに関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱の規定は、平成２２年４月１日以降に契約を締結する契約につい

て適用する。 

附 則（平成２３年３月３１日２２川上総契第１６９６号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日２４川上総契第１２６４号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


